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令和３年度 高齢者虐待の対応状況等について 
 

 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成17年法律第124号）第25条の

規定に基づき、令和３年度の県内における高齢者虐待の対応状況等について、次のとおり公表します。 

 

Ⅰ 養介護施設従事者等（※１）による高齢者虐待 

 

・ 令和３年度に市町又は県で受け付けた相談・通報は３８件あり、虐待と判断した件数は７件 

（１０人）であった。 

・ 前年度と比較すると、相談・通報件数は２件増加し、虐待と判断した件数は同数であった。 

・ 虐待の事実が確認された事例に対し、各市町では、法律に基づく養介護施設等への報告徴収、

質問、立入検査等を行い、改善計画の提出を求めるなど当該施設等への指導を行っている。 

 

１ 相談・通報件数 

区分 全国 香川県 

相談・通報件数      （※２） ２,３９０件（２，０９７件） ３８件（３６件） 

 虐待と判断した件数（※３） ７３９件  （５９５件） ７件 （７件） 

                                      （ ）内は、前年度の値 

(※１) 介護老人福祉施設等の養介護施設の業務に従事する者及び居宅サービス事業等の養介護事業に 

おいて業務に従事する者 

(※２) 令和３年度に市町村が相談・通報を受理した件数 

(※３) 令和３年度に市町村等が虐待と判断した件数（市町村と都道府県が共同で調査・判断した事例  

及び都道府県が直接相談・通報を受理し判断した事例を含む。） 

 

２ 被虐待高齢者の状況 

① 性別 

男性 女性 合計 

３人 ７人 １０人 

② 年齢 

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90～94歳 95～99歳 100歳～ 不明 合計 

－ １人 １人 ２人 １人 １人 ２人 １人 １人 １０人 

③ 要介護状態区分 

自立 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 不明 合計 

－ － － １人 － ５人 １人 ２人 １人 １０人 
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３ 虐待の種別（複数回答） 

身体的虐待 介護等放棄 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 

７人 － ２人 － ２人 

 

４ 虐待の事実が認められた施設・事業所のサービス種別 

サービス種別 件数 サービス種別 件数 

特別養護老人ホーム ３件 軽費老人ホーム － 

介護老人保健施設 １件 養護老人ホーム － 

介護療養型医療施設（介護医療院） １件 短期入所施設 － 

認知症対応型共同生活介護 １件 訪問介護等 － 

住宅型有料老人ホーム １件 通所介護等 － 

介護付き有料老人ホーム － 居宅介護支援等 － 

小規模多機能型居宅介護等 － その他 － 

  合計 ７件 

 

５ 虐待を行った養介護施設等の従事者の職名又は職種 

介護職 看護職 管理職 施設長 経営者･開設者 その他 合計 

６人 ２人 １人 １人 － － １０人 

 

６ 虐待の事実が認められた事例への対応 

① 介護保険法の規定に基づく権限の行使（複数回答） 

内容 件数 内容 件数 

報告徴収、質問、立入検査 ２件 指定の効力の全部又は一部停止 １件 

改善勧告 １件 指定取消し － 

改善勧告に従わない場合の公表 － 現在対応中 － 

改善命令 － その他 － 

  合計 ４件 

② 老人福祉法の規定に基づく権限の行使（複数回答） 

内容 件数 内容 件数 

報告徴収、質問、立入検査 ３件 許可取消し － 

改善命令 － 現在対応中 １件 

事業の制限、停止、廃止 － その他 － 

  合計 ４件 

③ 市町又は県の対応に対する当該養介護施設等による改善措置（複数回答） 

内容 件数 内容 件数 

施設等からの改善計画の提出 ６件 その他 － 

老人福祉法、介護保険法の規定に基づく勧告・命令等への対応 １件 

  合計 ７件 
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Ⅱ 養護者（※４）による高齢者虐待 

 

・ 令和３年度に市町で受け付けた相談・通報は２１８件あり、虐待と判断した件数は１０９件 

（１１６人）であった。 

・ 前年度と比較すると、相談・通報件数は１４件、虐待と判断した件数は４件、それぞれ減少し

た。 

・ 虐待の事実が確認された事例に対し、各市町では、被虐待高齢者と虐待者を分離するほか、  

介護保険サービスの利用に繋げるなどして、被虐待高齢者と虐待者双方の支援を行っている。 

 

１ 相談・通報件数 

区分 全国 香川県 

相談・通報件数      （※５） ３６,３７８件（３５，７７４件） ２１８件（２３２件） 

 虐待と判断した件数（※６） １６,４２６件（１７，２８１件） １０９件（１１３件） 

                                      （ ）内は、前年度の値 

(※４) 高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外の者。具体的には、高齢者の世話を  

している家族、親族、同居人等をいう。 

(※５) 令和３年度に市町村が相談・通報を受理した件数 

(※６) 令和３年度に市町村が虐待と判断した件数 

 

２ 相談・通報者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 構成割合は、相談・通報者の合計人数（２２７人）に対するもの。端数処理のため、合計は１００％に

ならない。また、１件の事例に対し、複数の者から相談・通報を受ける場合があるため、相談・通報

者の数は、相談・通報件数とは一致しない。 

97人(42.7％)

62人(27.3％)

20人(8.8％)

18人(7.9％)

11人(4.8％)

6人(2.6％)

5人(2.2％)

4人(1.8％)

2人(0.9％)

2人(0.9％)

警察

介護支援専門員・介護保険事業所職員

被虐待者本人

家族・親族

当該市町村行政職員

医療機関従事者

近隣住民・知人

その他

民生委員

虐待者自身

図１ 相談・通報者（複数回答）



4／6 

３ 虐待の事実が認められた事例の概要 

① 虐待の種別・類型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 構成割合は、被虐待高齢者数（１１６人）に対するもの。１人の被虐待高齢者に対し複数の虐待の

種別がある場合は、各該当項目に重複して計上しているため、合計は１００％にならない。 

 

② 被虐待高齢者の性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 被虐待高齢者の年齢 

・ 年齢構成割合では、７５歳以上の後期高齢者が７９．３％を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87人

(75.0％)

48人(41.4％)

22人(19.0％)

11人(9.5％)

1人(0.9％)

身体的虐待

心理的虐待

経済的虐待

介護等放棄

性的虐待

図２ 虐待の種別・類型（複数回答）

女性

84人(72.4％)

男性

32人(27.6％)

図３ 被虐待高齢者の性別

10人(8.6％)

14人(12.1％)

32人

(27.6％)

27人(23.3％)

15人(12.9％)

18人(15.5％)

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

図４ 被虐待高齢者の年齢
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要支援 1

4人(5.6％)
要支援 2

5人(7.0%)

要介護 1

24人

(33.8％)

要介護 2

8人(11.3％)

要介護 3

18人(25.4％)

要介護 4

7人(9.9％)

要介護 5

5人(7.0%)

図６ 介護保険認定済者の要介護度

④ 被虐待高齢者の介護保険の認定状況 

・ 被虐待高齢者の６１．２％は、 

介護保険の認定を受けた介護を 

必要とする高齢者である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 
 

⑤ 虐待者との同居・別居の状況 

・ 被虐待高齢者の８１．９％は、 

虐待発生時に虐待者と同居して 

いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

認定済み

71人(61.2％)

未申請

36人(31.0%)

申請中

3人(2.6％)

認定非該当（自立）

6人(5.2％)

図５ 被虐待高齢者の介護保険の認定状況

 

虐待者とのみ

同居

47人(40.5％)

虐待者及び他家族

と同居

48人(41.4％)

虐待者と別居

19人(16.4％)

その他

2人(1.7％)

図７ 虐待者との同居・別居の状況
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⑥ 被虐待者から見た虐待者の続柄 

（注） １件の虐待判断事例

に対し虐待者が複数の

場合があるため、虐待

判断事例件数１０９件

に対する虐待者の総数

は１１９人であった。 

 

 

 

 

 

 

⑦ 虐待の事実が認められた事例への市町の対応状況 

（注） 虐待への対応は、令

和２年度以前に虐待と

認定して令和３年度に

対応した８２人を含む

ため、合計人数は令和

３年度の虐待判断事例

における被虐待高齢者

１１６人と一致しない。 

 

 

 

 

（注） 端数処理のため、合計は１００％にならない。 

 

・ 分離していない場合は、

市町、当該事例関係者ら

が被虐待高齢者と虐待

者の双方を支援しなが

ら同居生活を続けてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 端数処理のため、合計は１００％にならない。 

息子

60人(50.4％)

夫

24人(20.2％)

娘

17人(14.3％)

孫

8人(6.7％)

妻

4人(3.4％)

息子の配偶者（嫁）

2人(1.7％)

その他

2人(1.7％)

兄弟姉妹

1人(0.8％)

娘の配偶者（婿）

1人(0.8％)

図８ 被虐待者から見た虐待者の続柄

分離した

49人(24.7％)

分離していない

73人(36.9％)

対応を検討・調整中

1人(0.5％)

既に分離状態

29人(14.6％)

その他

46人(23.2％)

図９ 被虐事例への対応状況（分離の有無）

契約による介

護保険サー

ビスの利用

15人(30.6％)

老人福祉法に

基づくやむを得

ない事由等によ

る措置

13人(26.5％)緊急一時保護

3人(6.1％)

医療機関への

一時入院

6人(12.2％)

上記以外の住まい・

施設等の利用

5人(10.2％)

虐待者を高齢者から

分離(転居等)

2人(4.1％)

その他

5人(10.2％)

図10 分離をした場合の対応内容

 


